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概要

エリアターゲティングとは？
エリアターゲティングとは、ユーザの位置情報をIPアドレスなどで地域属性を識別し、属性にあったコンテンツを提供する
ことです。

エリアターゲティングを利用するメリットは？
インターネットは、どこからでもアクセスできるという大きなメリットがありますが、それぞれのユーザーの所在地に即し
たコンテンツを提供しにくいというデメリットもあります。
しかし、エリアターゲティングを利用すれば、地域属性に沿ったコンテンツを提供でき、ユーザーに適切なアプローチを行
うことができます。
ユーザーが自分の地域の情報を探す手間がなくなり、サイトが単純になることで、ユーザビリティを向上させ、また関連性
の高い情報が掲載されることで、離脱率を低減させるというメリットもあります。

エリアターゲティングASP「どこどこJP」とは？
サイバーエリアリサーチ株式会社が開発した IP Geolocationデータベース（IPアドレス位置情報データベース）
「SURFPOINT」を使用したエリアターゲティングASP「どこどこJP」は国別・都道府県別だけではなく市区町村まで識別
し結果を返す、優れたASPサービスです。
より細かいエリアまでセグメントできのるで、エリアターゲティングの効果を最大限発揮します。
「どこどこJP API版」では、CGI等でサーバーのシステムに組み込む、もしくは、JavascriptをHTMLソースの中に入れる
ことでご利用可能となります。

「どこどこJP for Movable Type」でエリアターゲティングをもっと身近に！
「どこどこJP for Movable Type」はMovable Typeで構築されているWebサイトであれば、エリアターゲティングASP
「どこどこJP API版」をPHPやJavascriptの記述なしで簡単にご利用いただけるプラグインです。
優れたツールを複雑な設定なしでお気軽にご利用できます。

参考URL
本プラグインをご利用いただくにあたり必要な API key は、以下のサイトより取得いただけます。
リリースキャンペーン専用申込みサイト (https://api.docodoco.jp/membership/?ag=13)

また、このプラグインに関しては、以下のサイトをご参照ください。
どこどこJP for Movable Type (http://docodoco.alfasado.net/)

どこどこJPにより提供されるサービスの詳細については、以下のサイトをご参照ください。
どこどこJP (http://www.docodoco.jp/)
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動作環境
オープンソース版を含む Movable Type 4.25, 5.0 以降が動作する環境
※ プラグイン設定(後述)で「出力言語」を「PHP」にする場合、PHP 4.0.6 以上(Movable Type が動作保証している範囲)
が必要です
※ プラグイン設定(後述)で「出力言語」を「PHP」にする場合、出力されるページの拡張子が .php になっていることが必
要です
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設置手順

1. ダウンロードしたDocoDoco.zipを解凍
下記のような構成でフォルダが生成されます。

DocoDoco

　　mt-static/

　　　　plugins/

　　　　　DocoDocoフォルダ

　　plugins/

　　　DocoDocoフォルダ

2. 各フォルダをご利用のサーバに設置
/path/to/mt/mt-sttic/plugins内に、DocoDoco/mt-static/plugins/DocoDocoフォルダごとアップロードします。

/path/to/mt/plugins内に、DocoDoco/plugins/DocoDocoフォルダごとアップロードします。

3. 管理画面にアクセスしてアップグレードを行う
http://example.com/mt/mt.cgiにアクセスすると、アップグレード画面になりますので、管理者アカウントのユーザー名
とパスワードを入力し、アップグレードを行います。

4. プラグイン設定画面でどこどこJPサイトから取得したキーを設定
http://www.docodoco.jp/contact/docodoco4mt-cp.htmlにアクセスし、MovableTypeで使用するためのキーを取得し
ます。キーを取得できたら、システムメニューのプラグイン設定画面で取得したキーを「キー1」「キー2」欄に設定しま

す。（「キー1」「キー2」欄以外の項目については基本的に操作する必要はありません。）
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管理画面操作

エリアセットの新規作成
各ブログに移動し、「どこどこJP」メニューから「エリアセット一覧」を選択します。

「エリアセットを作成」をクリックします。

エリアセット作成画面になるので、下記の設定を行います。

エリアセット名
エリアセット名を設定します。

エリア追加
「エリア追加」をクリックすると 「都道府県の
設定」ダイアログが開きます。 

エリアに割り当てたい都道府県をチェックボック
スか地図から選択し、「変更を保存」を押しま
す。

ダイアログが閉じてエリアが選択された状態にな
ります。エリア名を入力します。

上記設定をエリア分類に必要なだけ繰り返しま
す。

設定が完了したら、「変更を保存」をクリックし
ます。
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エリアセットの編集
各ブログに移動し、「どこどこJP」メニューから「エリアセット一覧」を選択します。

エリアセット一覧が表示されるので、編集したいエリアセットをクリックします。

エリアセット編集画面になるので、下記の設定を行います。

エリアセット名
エリアセット名を設定します。

エリアの設定
既に追加されているエリアは「編集」をクリックすると再度「都道府県の設定」ダイアログが表示され。編集することがで
きます。

「削除」をクリックするとエリアごと削除することができます。

新しくエリアを追加する場合は「エリア追加」をクリックし、 「都道府県の設定」ダイアログで設定を行います。

設定が完了したら、「変更を保存」をクリックします。
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コンテンツセットの新規作成
各ブログに移動し、「どこどこJP」メニューから「コンテンツセット一覧」を選択します。

「コンテンツセットを作成」をクリックします。

コンテンツセット作成画面になるので、下記の設定を行います。

コンテンツセット名
コンテンツセット名を設定します。

セット ID
コンテンツセットの識別子を設定します。既存のセットIDとは重複できません。

デフォルト
「エリアセット」に設定したいずれのエリアにも当てはまらない場合に表示する内容です。 

エリアセット
エリア分類として適用するエリアセットを選択します。

設定が完了したら、「変更を保存」をクリックします。
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コンテンツセットの編集
各ブログに移動し、「どこどこJP」メニューから「コンテンツセット一覧」を選択します。

コンテンツセット一覧が表示されるので、編集したいコンテンツセットをクリックします。

コンテンツセット編集画面になるので、 下記の設定を行います。

コンテンツセット名
コンテンツセット名を設定します。

セット ID
コンテンツセットの識別子を設定します。入力内容を変更する場合は、鍵マークをクリックします。 既存のセットIDとは
重複できません。

デフォルト
「コンテンツの設定」に設定したいずれのエリアにも当てはまらない場合に表示する内容です。 
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コンテンツの設定
エリアおよび、そのエリアに表示したいコンテンツを設定します。

入力エリアに入力した内容が、該当のエリアで表示されます。

既存のコンテンツのエリアを選択し直す場合は入力エリア下部「編集」をクリックし、「都道府県の設定」ダイアログで
行います。

1つのコンテンツで選択した都道府県は、他のコンテンツでは選択できません。

「削除」をクリックするとコンテンツごと削除することができます。

新しくコンテンツを追加する場合は「コンテンツ追加」をクリックします。

上記設定をコンテンツ分類に必要なだけ繰り返します。

設定が完了したら、「変更を保存」をクリックします。
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基本的なテンプレートの作成
以下では、インデックステンプレートで表示の分岐をしたい場合について解説します。
1. インデックステンプレートの新規作成画面に進みます。
2. テンプレートを作成します。
3. ファンクションタグ <$MTDocoDocoHeader$> を、HTMLのヘッダーなどに、出力するドキュメント中に1度だけ現

れるように設置します。
4. アクセス元 IP によって表示の分岐を行いたい部分に、
<$MTDocoDoco set_id="[コンテンツセットのセット ID]"$>
を付記します。

5. インデックステンプレートを保存し、再構築を行ってください。

※ プラグイン設定で「出力言語」に「PHP」を選択した場合、出力ファイルの拡張子を「.php」にすることが必要です。
※ 別のブログで設定したコンテンツセットを表示したい場合、4 で
<$MTDocoDoco set_id="[コンテンツセットのセット ID]" blog_id=”[ブログID]”$>
のように、blog_id を設定してやることで表示することができます。
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ソフトウェア利用許諾書
本ソフトウェア (どこどこJP for Movable Type) は、アルファサード有限会社（以下「アルファサード」という）が著作権
等の知的財産権その他一切の権利を保有しています。この利用許諾契約は、本ソフトウェアに関してお客さまとアルファ
サードとの間で締結される契約です。アルファサードは、本ソフトウェアをサーバーにインストールしたことをもって、利
用者が本契約のすべての条項を承諾したものとみなします。

1.利用許諾
お客様は次の範囲内で本ソフトウェアをご利用いただくことができます。
(1)本ソフトウェアを Movable Type がインストールされたサーバーにインストールして、ライセンスによって定められ

たユーザー数で利用(*1)すること。
*1 「ユーザー」とは、本ソフトウェアがインストールされている Movable Type の「ブログ投稿者の追加/
編集」機能をもって Movable Type により生み出される独自のログイン名を持ち、且つ90日以内にログインした個
人を意味します。尚、ユーザー数には Movable Type において「ブログ記事の投稿」権限を持ったユーザーを含み
ます (コメント投稿のみを許可されたユーザーは含まれません)。 本ソフトウェアにはユーザー数の制限はありませ
んが、インストールされているMovable Typeのライセンスユーザー数を超えて利用することはできません。また、
グループ会社間での利用についてはEnterpriseライセンスが必要です。

(2) 法人・商用サイトでの「どこどこJP」API利用については初期登録費用およびアクセス数に応じたAPI利用料金が必
要です。APIの利用、APIの利用に関する費用の支払い、利用規約についてはお客様とサイバーエリアリサーチ株式
会社の間での契約に基づくものとし、アルファサードは両社間の契約・サービス内容、費用の支払いについて一切
関与しません。

2.サポート
本ソフトウェアに関するサポートは、お客様とアルファサードの間で個別にサポートに関する契約を締結した場合を除い
て、ウェブサイトを通じて最新版を提供する以外のサポートを行わないものとします。
上記の場合を除き、アルファサードは本ソフトウェアの動作不具合に関して、お客様個別に修正対応を行う責を負わない
ものとします。

3.禁止事項
お客様は次の各号に定める利用をすることはできません。
(1) 本ソフトウェアを第三者に配布すること。
(2) WWW、FTP、LAN等により、本ソフトウェアを特定、不特定に関わらず第三者にネットワーク配信もしくは記録

媒体複製により頒布・販売すること。
(3) 本ソフトウェアを改変修正その他変更する等本ソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を侵害すること。

4.不保証および免責
(1) アルファサードは、明示または黙示を問わず、本ソフトウェアの完全性、正確性、有用性、特定目的への適合性、第

三者の権利非侵害、及びその他一切の保証を行いません。
(2) お客様による本ソフトウェアのインストール、利用、利用不能および第三者への配布等から生じる一切の損害（使用

機器およびプログラム設定の破損、逸失利益、事業の中断、情報の喪失またはその他の金銭的損失を含み、またこ
れらに限定されない損害）に関して、アルファサードは一切の責任を負わないものとします。
上記の制限および排除は、お客様の所在地の法律上認められる限度で適用されるものとします。

5.その他
(1) 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
(2) 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
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